
【日本 NP 教育大学院協議会の NP 教育課程認定に関する規程】 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、一般社団法人日本 NP 教育大学院協議会正会員入会基準第２条第３号に

規定する NP 教育課程認定について、その申請及び審査等の手続きに必要な事項を定

める。 

 

（申請） 

第２条 診療看護師（NP）の養成を開始する予定の大学院（以下「申請校」という。）は、 様

式１と２により開始を予定している前年度の 5 月 31 日までに、一般社団法人日本 NP 

教育大学院協議会（以下「本協議会」という。）に NP 教育課程の認定を申請する。  

2   提出方法は、紙面書類一式の郵送と電子申請とし、紙面書類は提出期日の消印を有効とす

る。 

 

（申請資格） 

第 3 条 大学院修士課程において診療看護師（NP）の養成を行っている課程または行う予定の

課程とする。 

 

（審査委員会） 

第 4 条 教育課程認定の審査を行う委員の⾧は、会⾧が指名するＮＰ教育課程審査委員会委員

⾧とする。 

２ 審査を行う委員は、ＮＰ教育課程審査委員会委員をあてる。 

 

（審査） 

第 5 条 ＮＰ教育課程審査委員会は、申請校の NP 教育課程が本協議会の定める基準に適合して

いるか否かについて審査する。 

2 審査委員会は、申請の日から３か月以内に審査を終了し、その結果を会⾧に報告する。 

3    審査委員会は、審査のために現地調査を含むヒアリング等を必要と判断したときは、実施す

ることができる。 

4    前項に係るヒアリング等に伴う費用は申請校が負担する。 



 

(認定) 

第 6 条  ＮＰ教育課程審査委員会委員⾧は、審査結果を会⾧に報告し、理事会において認定の可

否を決定する。 

2    会⾧は、理事会の認定結果を直ちに申請校に通知する。 

 

（教育課程の認定更新） 

第７条   教育課程として認定された年度から 10 年を認定の有効期間とする。 

２   教育課程の認定更新を希望する機関は、様式 3、様式 4、様式 5（10 年間の教育実績）との

申請書類を認定有効期間の前年９月 30 日までに本協議会事務局に提出する。 

3    提出方法は、紙面書類一式の郵送と電子申請とし、紙面書類は提出期日の消印を有効とす

る。 

 

（教育課程の再認定） 

第 8 条 教育課程の認定有効期間内に、別に定める教育課程の内容等の変更を行う機関は、様

式 6 と様式 7 の申請書類を変更を予定している年度の前年 9 月 30 日までに本協議会事

務局に提出する。 

 

（教育課程の名称の変更） 

第９条  教育課程の名称の変更を行う機関は、変更届(様式 8)を本協議会事務局に提出する。 

 

 （教育課程の廃止） 

第１０条  教育課程を廃止する機関は、廃止届(様式 9)を本協議会事務局に提出する。  

 

―認定審査料についてー 

2025 年度以降に養成を開始する予定の申請校より以下に示す審査料を設ける。 

・新規申請       1 教育課程につき 55,000 円(税込） 

・認定更新申請     同    上 

・再認定申請      同    上 

・科目の追加・科目内容の変更、科目単位数の変更： 1 科目につき 11,000 円(税込) 



・大学・研究科・教育課程・コース・科目名の変更の届け出(様式 8 または 10) 無料 

・認定期間中の辞退届及び科目の取り下げ(様式 9)  無料 

 

 

附則 

第１条 この規程は、平成２６年３月２４日から施行する。 

第２条 第 9 条第 10 条に規定する費用については、当分の間徴収しないこととする。 

第３条 この規程は、令和元年１１月１５日から施行する。 

第４条 この規程は、令和３年５月１９日から施行する 

第 5 条 令和 7 年度に養成を開始する予定の大学院は、規程改正の移行期間として、第 2 条の申

請期限を令和 6 年 7 月 31 日までとする。 

第 6 条 この規程は、令和 5 年 12 月 23 日から施行する 

第 7 条 この規程は、令和 7 年 11 月 8 日から施行する 

 


